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高額療養費申請受付【新規受付】 

 

高額療養費支給申請受付 

 

 高額療養費の新規該当者については、広域連合よりハガキでお知らせしています。 

 被保険者が申請にいらっしゃった際は市町村窓口での受付・システム入力が必要です。 

 高額療養費の申請は一度きりで大丈夫ですが、入力を誤ると再度被保険者が窓口にいらっしゃること

になります。入力には注意してください。 

 

ここでは、うるま市在中の「給付 二郎」さん（被保険者番号 12345678）の高額療養費の支給申請受

付の処理操作について説明します。 

 

まず、高額療養費支給申請書をシステムから出力・印刷して被保険者に内容を記入してもらい、その申

請書を元にシステムの入力作業を行います。 

 

 “業務選択”から“給付業務”をクリックします。 

 
※被保険者への償還関係は全て給付業務で行います。 

※すべての画面で処理名称が左上に表示されます。 

“給付管理メニュー”画面で、“支給サブメニュー”ボタンを押下します。 

 
“支給サブメニュー”で申請受付等、 

 “支給サブメニュー”の隣の“給付状況照会”で受付情報の確認、償還状況が確認できます。 
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高額療養費申請受付【新規受付】 

 

“個人検索”画面で被保険者番号を入力し、“検索ボタンを押下します。” 

すると、“個人検索”画面に給付二郎さんの被保険者情報が表示されます。 

給付二郎さんの情報をラジオボタンで選択して、画面右下の“選択”ボタンを押下します。 
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高額療養費申請受付【新規受付】 

 

“支給サブメニュー”の画面が表示されます。 

支給科目選択の中から、“高額療養費”を選択します。 

 

 

“高額該当状況照会”画面が表示されます。 

 
※世帯で複数の情報がある場合があるので、誤らないよう対象の被保険者で絞り込みをかけます。 

 被保険者番号入力→“検索 
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高額療養費申請受付【新規受付】 

 

内容を確認して、“受付”ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ポイント 

   複数の診療年月で高額療養費が発生している場合には、 

受付けされていないもので、時効になっていない一番古い診療年月を受付けします。 
   一番古いものを受け付けることで、受付した診療年月以降は自動的に受付処理され、（システムの

表示が“継続”となります。）以後は自動的に振込されます。 

   受付“未”になっている高額療養費は、受付を行わないと支払いに回りません。 
   受付漏れがないよう注意して入力してください。 

 

   ちなみに、新しい診療月を受付しようとしてしまった場合画面左上に、 

“KDM3620I 選択した診療年月より前に未受付があります。” 

というエラーメッセージが出ます。 

 

 

  

市町村端末では、 
・高額該当管理 
・登録 
・修正 
ボタンはいかなる場合にも利

用しません。 

1 レコード 2 行で 
上＝受付の情報 
下＝支払の情報 です。 

診療月が下から 
古い順に並んでいます。 

上＝現物給付 
下＝現金給付 
  被保険者への償還は 
  現金給付分（3,281 円）

です。 

内容を確認して、時効になっていない一番古い

診療月を選択して受付ボタンを押下します。 

高額の現物のみの月（支給金額が 0 円の月）が

ある場合でも受付を行います。 

必ず古い診療月から 
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高額療養費申請受付【新規受付】 

 

 

申請書を出力します。申請書記入後は入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 ポイント 手順まとめ 

①受付日・決定日確認 

②申請書出力 

③申請者情報入力（通常は本人ボタン押下で自動反映） 

④高額支給状況にチェックが入っているか確認（通常はチェックが入っている状態） 

※上の図のように、同じ診療月でも複数回高額療養費の計算を行うことがあります。 

     上の図では、 2017.10.06 の計算で 3,281 円 

     同じ診療月で複数回計算することで、高額療養費に“マイナス”金額が発生することが 

ありますが、かまわずチェックをして受け付けてください。 

     その際、確認ボタンをクリックすると 

“KDM2230W 支給金額が負のレセプトがあります。”というメッセージが表示されますが、 

かまわず“強制登録”してください。 

⑤内容を確認し、口座ボタンを押下します。 

 

 

上記内容を入力・確

認したら口座ボタン

を押下します。 

本人ボタンを押下すると、申

請者の情報が反映されます。

代理での申請であっても申請

者は被保険者となります。 
被保険者が死亡した場合のみ 
被保険者以外の申請となりま

す。 

ボタンをクリックすると 
申請書が出力できます。 

自
動
で
チ
ᶃ
ᶅ
ク
が
入
り
ま
す
が
ᵧ 

チ
ᶃ
ᶅ
ク
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
ま
す
ᵨ 

“決定日”は受付けた月の

末日です。 
月を跨いで受付する場合は

必ず確認すること！！ 

 

“受付日”は 
被保険者等が申請書

を記載した日です。 
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高額療養費申請受付【新規受付･口座の登録】 

口座ボタンをクリックすると、下記画面になるので、必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

種別ごとの口座情報が確認できます。今回

のケースはまだ口座の登録がないので、 
登録を行います。 →登録ボタンを押下 
 

支給種別は 

必ず“高額療養費”を選択します。  
高額療養費以外を選択すると継続支給されません。 
他の種別で同じ口座情報があっても、必ず高額療養

費で登録・選択してください。 被保険者へ振り込む場合は 
“金融機関” 
市町村窓口での支払いは 
“隔地払い” 

“金融機関”ボタンで検索ができ

ます。 
コードがわかっているなら直に 
入力してもＯＫです。 
確認ボタン押下時に反映します。 

預金種別が選択できます。 
定期預金は利用できません。 

姓と名の間には必ずスペースを入

れてください。（すべて全角） 
 
小文字は気にしませんが、濁音は 
できれば濁点含め１字で入力して

ください。 

(正)ガ
・

 (１字)  (誤)カ
・

゛
・

(２字) 

ゆうちょなどは記号番号もあるの

で、間違えずに口座番号を入力し

てください。 

口座使用開始日は申請書を受け付

けた日です。 

内容を確認して 
“確認”ボタンを押下します。 

亡くなった方の、口座登録を行

う場合、相続人の口座であれば

チェックを入れる。 
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高額療養費申請受付【新規受付･口座の登録】 

 

確認ボタンを押下すると下記の内容になります。 

 

 

更新ボタンを押下すると口座の登録が完了します。登録した口座を選択します。 

 

 

 

※療養費・葬祭費の画面でも“口座”ボタンを選択した際には同じ操作になります。 

 
正しいコードで入力した場合、 
金融機関名・支店名が表示されます。 
 
表示されない場合は、入力が誤っているか標準

システムに登録のない金融機関ですので、広域

連合へご連絡ください。 

内容を確認して、“更新”ボタンを押下します。 

口座が登録できました。 
次は登録した口座を選択し、“選択”ボタンを押下

します。 

再度確認して“選択”ボタンを押下します。 
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高額療養費申請受付【新規受付】 

口座の選択が終わったので、受付情報の確認をします。 

確認ボタンを押下します。 

 

確認ボタンを押下すると“KDM1340I 入力内容を確認し、更新してください。”というメッセージが表

示されます。→確認して大丈夫だったら、“更新”ボタンを押下します。 

更新ボタンを押下します。 

 

“KDM2640I 受け付けした診療年月以降に未受付があります。継続支給しますか？”→更新 

“KDM2230W 支給金額が負のレセプトがあります。”→強制登録       

※ここで戻るボタンを押下すると正しく受け付けられません。必ず“更新”ボタンで処理を終えてくださ

い。以上で受付終了です。 



11 
 

高額療養費申請受付【新規受付】 

 

受付の確認を行います。 

 

更新後の画面 

 

 

給付状況照会画面 

 

 

受け付け後、高額該当状況照会＆給付状況照会で内容を確認します。 

給付状況照会で“未”になっているデータがなければきちんと受付ができています。 

高額療養費の新規受付については以上です。 

 

 

受け付けた高額療養費が 
“済”となっています。 

“継続”は 
受け付けられた状態です。 

きちんと受け付けると 
“未”の状態データはなく

なります。 
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高額療養費申請受付【振込不能者の再受付】 

 

振込不能者の再受付 

 高額療養費のみ、振込不能者の情報が標準システムで確認できます。 

 振込不能者の情報は、“却下”となり、再度支給に回すには以下の手順を取らなければなりません。 

 手順に注意して事務処理を行ってください。 

 

支給サブメニュー→高額療養費→高額該当状況照会 

 

受付解除したい高額療養費の情報をチェックして、確認・更新を押下します。 

その後、新規高額療養費の受付と同様内容を入力していきます。 

 
内容を確認したら、新規口座を選択するため、“口座”ボタンを押下します。  

振込できなかった高額療養費は

“却下”と表示されます。 
（給付状況照会画面でも確認し

てください。） 
 
ただし、却下と表示されるの

は、振込日から 2 日～3 日後で

す。 
（広域連合から振込不能者のリ

ストをお送りしたタイミングで

“振込依頼中”から“却下”と

なります。） 

却下については、【受付解除】が必要で

す。 
却下となっている診療月を選択し、 
【受付解除】ボタンをクリックします。 

受付日・決定日の入力は基本

的には通常の受付方法と同じ

です。 

不能になった口座の情報が

確認できます。 
 

新しい口座を選択する必要

があります。 

本人ボタンも通常どおり利

用できます。 
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高額療養費申請受付【振込不能者の再受付】 

新規口座を登録・選択します。 

 
後は確認・更新を行うと受付は終了です。給付状況照会で受付されているかどうか確認します。 

給付状況照会画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意 

 振込不能時の口座と同じ口座で再受付を行わないでください。 

   振込不能者の再受付処理は終了です。 

振込不能になった口座は広域

連合にて停止日を入力しま

す。（通常振込日の翌日で

す。） 

口座変更届けを受付、再度口

座を登録し、選択します。 

振込不能時は“却下” 
という表示になっていますが、、、 

上の手順を踏むと 
新しい口座の情報で再受付ができています。 
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高額療養費申請受付【口座の変更】 

 

高額療養費の口座の変更 

 被保険者等の都合により、高額療養費の申請後に口座を変更したいという届けが出された場合、口座変

更の入力を行います。  ※本人以外の口座へ振り込む場合は“約定書”“委任状”が必要です。 
① 給付管理目メニュー→口座 

 

②登録済の口座を選択して「修正」ボタンを押下し、停止日を入力します。 

その後、「登録」ボタンを押下し、新しく口座を登録する。 

 

この処理を行うことで、 新しい口座使用開始日以降に計算された高額療養費は新しく登録された

口座名義で支払いがされますが、振込状況が“受付”“継続”となっていて、前の口座名義のままの

場合は受付解除をし、再受付（P.12）を行ってください。 

“却下”の場合も同じです。 

 

口座停止日は 
口座変更届の提出日の前日です。 

口座使用開始日は 
口座変更届の提出日です。 
停止日と同日では登録ができませ

んので、一日ずらす必要がありま

す。 
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高額療養費申請受付【入力内容の修正（受付解除）】 

 

受け付けた内容を修正したい場合。 

 高額療養費の場合、受付をしてから“修正”ができません。 

 受付してから内容等に誤りがわかった場合、一旦“受付解除”をし、再度“受付”を行う必要がありま

す。高額該当状況照会画面に「修正」ボタンがありますが絶対に利用しないでください。 

 受付を行った後、口座だけを修正しても内容が反映されません。 

 その場合も必ず“受付解除”→“受付”の手順を踏む必要があります。 

 

まず、誤ってしまった口座を修正します。 

 

口座名義誤り 
正しくは“キュウフ ジロウ”だっ

た。 

この場合、口座を修正するだけでは情報が反映

されません。 
“受付解除”をして再度“受付”をします。 

今回のケースでは一度も支払いがなされて

いないので内容を“修正”ですが、 
一度でも支払いがなされていた場合、修正

で口座使用停止日を入力して、新しい口座

を登録します。 
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高額療養費申請受付【入力内容の修正（受付解除）】 

 

口座を修正したら、高額療養費ボタンから該当状況照会画面へいきます。 

 
受付解除ボタンを押下すると以下の画面になります。 

 受付解除したい高額療養費の情報をチェックして確認・更新します。 

 

 

確認・更新を行うとステータスが“未”に変更されます。 

 
 

受付済または、継続となっていて、 
支払いが未の情報は全て受付解除し

なければなりません。 
一括ではできないので、それぞれ受

付解除していきます。 

受付解除をすることで、 
ステータスが“未”に変更されま

す。 
今回のケースでは複数の診療月があ

るので、同じ操作を他の診療月で行

います。 

きちんと受付解除を行っていれば、 
以降受付解除ボタンを押下しても 
「受付されていません」 
という表示がでます。 
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高額療養費申請受付【入力内容の修正（受付解除）】 

 

同じ操作を受け付けされたすべての診療月で行った後、給付状況照会でステータスを確認すると。 

高額療養費の状態が“未”になっていることが確認できます。 

後は通常の受付の流れで再度受付を行います。 

 
 

再受付を行ったら終了です。 
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療養費申請受付【共通】 

 

療養費を受け付けます。以下の手順はすべての療養費で同一です。 

支給サブメニュー→療養費を選択します。 

 

 

療養費画面から登録ボタンを押下します。 

 

 

療養費の受付は必ず 
“登録ボタン”から行います。 
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療養費申請受付【一般診療】 

 

一般診療を受け付ける 

なんらかの事情があって、自費で診療を受けた場合、後から診療報酬明細書（レセプト）と領収書を

整えて申請を行うと負担割合に応じて給付が受けられます。 

入力例：給付二郎さんが平成 27 年 4 月に外来自費で診療を受けた場合  

    レセプト記載点数：3,000 点 領収書 30,000 円 

 

療養費申請受付【補装具】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤枠内は入力必須です。 
漏れがないよう確認してください。 

“医療機関”ボタンから検索して 
医療機関を選択してください。 
都道府県に 47 を入力すると、 
漢字またはカナで検索できます。 

費用額×0.1・0.2・0.3 
小数点が出た場合 
 “切り上げ”で算出しま

す。 

8～9 ページを参考にしてくださ

い。口座種別は“療養費”で

す。 

受付情報や申請者情報は７ページ を参考に入力してください。 

入力が終わったら【計算】を押下し、【確

認】⇒【更新】を押下。  終了。 

7･8･9 を割合に応じて入力。 

27,000 

負担割合が３割の被保険者は「外来（入

院）７割」、１割、２割の被保険者は「外

来（入院）一般」を選択し右表の給付割

合を９または８を入力します。 
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補装具を受け付ける 

医者の指示により補装具（コルセット等）を作成した場合、一旦代金を全額自己負担しますが、後から医

師の証明書と領収書（明細がわかるもの）を準備して申請すれば給付割合に応じて支給が受けられます。

入力例：給付二郎さんが 4 月の証明書（外来）で 30,000 円の領収書とともに申請した場合。  

 

 

療養費申請受付【負担割合差額・その他差額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤枠内は入力必須です。 
漏れがないよう確認してください。 

“医療機関”ボタンから検索して 
医療機関を選択してください。 
都道府県に 47 を入力すると、 
漢字またはカナで検索できます。 
※医療機関登録入力漏れ注意 

費用額×0.1・0.2・0.3 
小数点が出た場合 
 “切り上げ”で算出しま

す。 
 

8～9 ページを参考にしてくださ

い。口座種別は“療養費”で

す。 

入力が終わったら【計算】を押下し、【確

認】⇒【更新】を押下。  終了。 

受付情報や申請者情報は７ページ を参考に入力してください。 

補装具の場合、証明書（処方日・診

断日）の年月が診療年月です。 
（領収書の年月ではありません。） 

27,000 

7･8･9 を割合に応じて入力。 

負担割合が３割の被保険者は「外来（入

院）７割」、１割、２割の被保険者は「外

来（入院）一般」を選択し右表の給付割

合を９または８を入力します。 
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負担割合差額を受け付ける 

負担区分が 3 割から 1 割又は 2 割へ変更になった方は、後から申請すると差額分が支給されます。 

被保険者自ら領収証を持って申請・広域連合から送付した償還通知を持って申請に来た場合、 

どちらも負担割合差額で登録してください。 

（償還通知の申請の場合、システム保留データがある場合は、保留データを使って登録してください。 

保留データを使用する場合、支給日は空欄にしてください。） 

入力例:遡って 4 月分が 3 割→1 割へ変更になった方。領収証（外来）の金額は 3,000 円 

 
療養費申請受付【食事標準負担額差額】 

 

 

 

 

赤枠内は入力必須です。 
漏れがないよう確認してください。 

“医療機関”ボタンから検索して 
医療機関を選択してください。 
都道府県に 47 を入力すると、 
漢字またはカナで検索できます。 

受付情報や申請者情報は７ページ を参考に入力してください。 

プルメニューから選択します。 
領収証を持っての申請・広域送付償還通知 
→負担割合差額 

8～9 ページを参考にしてくださ

い。口座種別は“療養費”です。 

入力が終わったら【確認】⇒【更新】を

押下。  終了。 

2,000 

「外来（入院）一般」を選択し右表の給

付割合を９または８を入力します。 
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食事標準負担差額を受け付ける 

食事の標準負担額の減額を受けるには医療機関へ限度額認定証を提示する必要がありますが、医療機

関が確認したのに減額の適用しなかった等やむをえないケースでは、申請に基づき支払った額と標準負

担額との差額を支給します。また、低所得Ⅱの方で、長期証の申請月は医療機関で現物給付が受けられな

いので、申請に基づき差額を支給します。（長期の申請月以前の月に遡っての支給は原則ありません。） 

入力例:医療機関へ支払ったのが 18,900 円、負担区分に基づく標準負担額は 14,400 円の場合 

 

 

 

 

 

 

 

赤枠内は入力必須です。 
漏れがないよう確認してください。 

受付情報や申請者情報は７ページ を参考に入力してください。 

入力が終わったら【確認】⇒【更新】を押

下。  終了。 

8～9 ページを参考にしてくださ

い。口座種別は“療養費”です。 
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被保険者別レセプト一覧【レセプト照会】 

 

レセプトの照会方法 

 被保険者別にレセプトの情報を照会できます。 

 レセプト照会は傷病名まで確認できますので、情報の取扱には注意してください。 

給付管理メニュー→被保険者別レセプト一覧 

 
 

被保険者別レセプト一覧 

 

被保険者別レセプト一覧【レセプト照会】 

 

 

レセプト一覧から照会ボタンを押下すると下記の内容が確認できます。 

入院・外来で絞り込みができます。 
長期入院該当の確認に便利です。 

レセプトの状態が確認できます。 
正当はいいですが、 
再審査依頼になっている場合は、結

果が確定しないと高額療養費の算定

金額に合算できません。 

照会ボタンを押下すると詳細が確認できま

す。 

レセプト一覧画面で被保険者のレセプトが確認できます。 
レセプトは診療をうけてから約 2 か月で反映されます。 
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スクロールすると様々な

情報が確認できます。 
重要な情報も含まれるの

で、情報の取扱には十分

注意してください。 

×印のボタンは利用しな

いでください。 
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葬祭費支給申請入力 

 

葬祭費支給申請（申請書の出力・システム入力） 

 

被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方が申請すると葬祭費 2 万円が支給されます。 

入力例:平成 27 年 4 月 1 日に死亡した給付二郎さんの例（葬祭執行者は妻の給付二子さん） 

 

支給サブメニュー→その他支給をクリックします。 

 
葬祭ボタンをクリックします 

 
葬祭費支給申請入力 

葬祭→登録をクリックします。 
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内容を入力していきます 

  
 

 

 

入力内容を確認し、確認・更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～9 ページを参考にしてくだ

さい。口座種別は“葬祭費”

です。 

この欄には入力しないでください。 
必ず口座ボタンで口座の登録＆選択を

お願いします。 

ここに記載された氏名・住所へ支給決

定通知(ハガキ)が送付されます。 
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葬祭費支給申請入力 

 

 

正しく入力できたら履歴が残ります。 

 

 

 

給付状況照会上でも確認ができます。 

 
 

高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

 



28 
 

高額介護合算療養費支給申請システム入力 

１．1 計算対象期間内（平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 7 月 31 日）に世帯内で医療保険・介護保険

ともに異動がなく、資格喪失者もいない場合 

※”後期 太郎””後期 花子”さんの二人世帯の場合 

 

（１）給付管理メニュー画面にて、［支給サブメニュー］ボタンを押下します。 

 

 

（２）個人検索画面にて高額介護合算療養費の支給を行う方の被保険者番号を入力し、［検索］ボタンを

押下します。       
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高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

 

（３）個人検索画面の下部に、検索条件に合致する対象者の一覧が表示されますので、対象者を左端にあ

るラジオボタンで選択し、［選択］ボタンを押下します。 

 

 

 

 

（４） 支給サブメニューが表示されたら、支給科目選択より［高額介護合算］ボタンを押下します。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

 

（５） 高額介護合算療養費等支給申請履歴一覧画面が表示されたら、［申請］ボタンを押下します。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

 

（６）高額介護合算療養費等支給申請書明細画面が表示されたら、申請書のとおりに、各種項目を入力

し、［構成員検索］ボタンを押下します。 

・入力方法 

【申請年月日】→”4250401”を入力（→被保険者が申請に来た日を入力） 

【計算期間の始期及び終期】→”42308～42407”（平成 23 年 8 月から平成 24 年 7 月）を入力 

【申請形態】→計算期間末日以降申請（期間中死亡・生保適用・海外移住者なし）を選択 

【計算基準年月日】→”4240731”を入力 

申請者（被保険者）の【氏名】【連絡先】【住所】を入力 

※申請者（被保険者）が亡くなられている場合には届出人の【氏名】【連絡先】【住所】を入力 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

 

（７）構成員が表示されたら、対象者のラジオボタンを選択し、［選択］ボタンを押下します。 

 

（８）高額介護合算療養費等支給申請画面が表示されたら、後期高齢者医療資格情報、介護保険資格情報

を入力。［加入期間］は異動のない方々なので”4280801～4290731”（平成 28 年 8 月 1 日から平成 29 年

7 月 31 日）を入力。その後、支払先情報へ口座情報を登録し、選択します。その際、口座管理番号は個

人ごとに付番し、入力します。ここでは”01”を入力します。入力が終了したら［確認］ボタンを押下し

ます。 

※介護保険資格情報の入力については、保険者番号は 6 ケタ、被保険者番号は 10 ケタを確実に入力して

下さい。なお、介護保険の利用のない被保険者については介護保険資格情報欄の入力は不要です。 

被保険者情報の【所得区分】【７０歳以上の者に係る所得区分】【国民健康保険資格情報】については、基

本的に入力不要です。 

 

「後期 太郎」さんの入力は終了です。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

（９）引き続き、”後期 花子”さんの入力を行います。高額介護合算療養費等支給申請書明細画面が表

示されたら、”後期 花子”さんのラジオボタンを選択し、［選択］ボタンを押下します。 

 

（１０）”後期 太郎”さんと同様に後期高齢者医療資格情報、介護保険資格情報を入力します。 

口座については、本人の口座に振り込む場合は通常の登録と同様ですが、”後期 太郎”さんの口座への

振り込みを希望する場合と、本人の口座に振込む場合も口座管理番号は新しい番号”02”を入力し、”後

期 太郎”さんの口座番号を再度登録し選択します。入力後は［確認］ボタンを２回押下します。 

※振込先口座管理番号は使用しない。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（通常処理） 

 

（１１）”後期 太郎”さんの入力情報を確認します。間違いがなければ、 

［２人目］ボタンを押下します。 

 
（１２）引き続き、”後期 花子”さんの入力情報を確認します。間違いがなければ［更新］ボタンを押

下します。 

 
 

 

 

 
これで、１．１の入力作業は終了です。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に保険の異動がある場合） 

 

 

１．２ 計算対象期間内（平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 7 月 31 日）に世帯内で医療保険または介

護保険に異動がある場合（生保・海外移住者、資格喪失者（死亡等）を除く） 

“後期 太郎””後期 花子”さんの二人世帯の場合 

“後期 太郎”→制度開始より後期加入。介護保険の異動もなし。 

“後期 花子”→平成 23 年 11 月 11 日から年齢到達により健康保険から後期加入。 

介護保険は異動なし。 

 

（１）”後期 太郎”さんの入力を行います。”後期 太郎”さんは、対象期間内に異動がないので、１．

１の（１）～（８）と同様の作業を行います。続いて”後期 花子”さんの入力を行います。高額介護合

算療養費等支給申請書明細画面が表示されたら、”後期 花子”さんのラジオボタンを選択し、［選択］ボ

タンを押下します。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に保険の異動がある場合） 

 

（２）高額介護合算療養費等支給申請画面が表示されたら、後期高齢者医療資格情報、介護保険資格情報

を入力します。後期高齢者医療資格情報については、平成 23 年 11 月 11 日からの加入なので、”4231111

～4240731”（平成 23 年 11 月 11 日から平成 24 年 7 月 31 日）を入力します。 

介護保険資格情報についても、申請書情報に沿ってそのまま入力します。 

 

 

 

 

 

（３）続きまして、自己負担額情報の入力を行います。自己負担額情報の［申請］ボタンを押下します。 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に保険の異動がある場合） 

 

（４） 申請者が持参した自己負担額証明書をもとに、情報を入力します。入力が終了したら［確認］ボ

タンを押下します。 

    【補正済自己負担額送付区分】については、入力不要です。 

 
（５） 支払先情報を入力します。口座については、本人の口座に振り込む場合は通常の登録と同様です

が、”後期 太郎”さんの口座への振り込みを希望する場合と、本人の口座に振込む場合も口座管理番号

は新しい番号”02”を入力し、”後期 太郎”さんの口座番号を再度登録し選択します。入力後は［確認］

ボタンを２回押下します。 

   ※振込先口座管理番号は使用しない。 

 

※後期花子さんか後期太郎さんの口座情報が表示される。 

 

 

 

後は、１．１の（１１）～（１２）の処理を行います。 

これで、１．２の入力作業は終了です。 



38 
 

高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に資格喪失者がいる場合） 

 

１．３ 計算対象期間内（平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 7 月 31 日）に世帯内で医療保険・介護保

険に資格喪失者がいる場合 

“後期 太郎””後期 花子”さんの二人世帯の場合 

“後期 太郎”→制度開始より後期加入、平成 23 年 11 月 24 日に死亡による資格喪失。 

                 介護保険も 11 月 24 日に死亡による資格喪失。 

“後期 花子”→制度開始より後期加入。介護保険も異動なし。 

※このパターンの場合、”後期 花子”さんは”後期 太郎”さんとの世帯合算分と”後期 花子”さん

個人分の両方での計算が必要なため、入力も２種類に分けて行う必要があります。 

 

≪世帯合算分の入力方法≫ 

 

（１） ”後期 太郎”さんの入力を行います。通常処理の（１）～（５）までは同様の手順で行います。

高額介護合算療養費等支給申請書明細画面が表示されたら、申請書のとおりに、各種項目を入力し、［構

成員検索］ボタンを押下します。 

・入力方法 

【申請年月日】→”4250401”を入力（→被保険者が申請に来た日を入力） 

【計算期間の始期及び終期】→”42308～42411”（平成 23 年 8 月から平成 23 年 11 月）を入力 

【申請形態】→計算期間末日以降申請（期間中死亡者あり）を選択 

【計算基準年月日】→”4231123”を入力（→資格喪失日の前日を入力） 

      【氏名】【連絡先】【住所】を入力 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に資格喪失者がいる場合） 

 

 

（２） 構成員が表示されたら、対象者のラジオボタンを選択し、［選択］ボタンを押下します。 

 

 

 

  （３） 高額介護合算療養費等支給申請画面が表示されたら、後期高齢者医療資格情報、介護保険資

格情報を入力。［加入期間］は、 

後期高齢者医療資格情報 4200801～4201123（平成 20 年 8 月 1 日から平成 20 年 11 月 23 日） 

介護保険資格情報    4200801～4201131（平成 20 年 8 月 1 日から平成 20 年 11 月 31 日） 

支払先情報へ口座情報を登録し、選択します。 

※太郎さんは亡くなっているので、相続人の口座情報になります。 

その際、口座管理番号は個人ごとに付番し、入力します。ここでは”01”を入力します。入力が終了した

ら［確認］ボタンを押下します。 

 

「後期 太郎」さんの入力

は終了です。 

4201131 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に資格喪失者がいる場合） 

 

（４） 引き続き、”後期 花子”さんの入力を行います。高額介護合算療養費等支給申請書明細画面が

表示されたら、”後期 花子”さんのラジオボタンを選択し、［選択］ボタンを押下します。このときの計

算支給区分は、資格喪失済みの”後期 太郎”さんは『支給対象者』、”後期 花子”さんが『計算対象者』

となります。 

 

 

（5） ”後期 太郎”さんと同様に後期高齢者医療資格情報、介護保険資格情報を入力します。      

このとき、”後期 花子”さんの本来の加入期間は平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 7 月 31 日までとな

りますが、世帯合算分の計算のため、”後期 太郎”さんの資格喪失日の前日にあわせて、”4230801～

4231123”まで（平成 23 年 8 月 1 日から平成 23 年 11 月 23 日）と入力します。 

その後の手順は前述のとおりです。 

必要項目を入力後、［確認］ボタンを押下します。 

 

※指定した口座情報が表示される。 

後は 1.1 の（11）～（12）の処理を

行いますこれで 1.3 の個人分の入力

作業は終了です。 

4201131 
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高額介護合算療養費支給申請の受付（期間中に資格喪失者がいる場合） 

 

 

≪個人分の入力方法≫ 

 

  （１） 個人分の入力については、１．１の（１）～（８）と（１１）～（１２）の入力作業と同様

ですので、そちらをご確認ください。きれいに登録が完了すると下記のとおり、２パターンの受付が表示

されます。 

 

 

  

これで 1.3 世帯合算分の入力作

業は終了です。 
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高額介護合算療養費自己負担額証明書の申請受付 

 
２．１ 県外への転出等により自己負担額証明書の申請受付があった場合 

“後期 太郎”さんの一人世帯の場合 

“後期 太郎”→制度開始より後期加入、平成 23 年 10 月 21 日に転出による資格喪失。 

介護保険も 10 月 21 日に転出による資格喪失。 

 

 

（１） １．１の（１）～（５）までは同様の手順で行います。 

高額介護合算療養費等支給申請書明細画面が表示されたら、申請書のとおりに、各種項目を入力し、［構

成員検索］ボタンを押下します。 

・入力方法 

【申請年月日】→”4250401”を入力（→被保険者が申請に来た日を入力） 

【計算期間の始期及び終期】→”42304～42310”（平成 23 年 4 月から平成 23 年 10 月）を入力 

【申請形態】→”ブランク”を選択 

【計算基準年月日】→”4231020”を入力（→資格喪失日の前日を入力） 

【自己負担額証明書交付申請の有無】→”有”を選択 

【氏名】【連絡先】【住所】を入力 
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高額介護合算療養費自己負担額証明書の申請受付 

 

（２） 高額介護合算療養費等支給申請画面が表示されたら、介護保険資格情報を入力します。 

加入期間は”4230801～4231030”と入力します。その後、支払先情報を入力して、［確認］ボタンを押

下します。後は１．１の（１１）～（１２）の［確認］［更新］作業をして登録完了です。 

 

※振込はありませんがシステムの都合上、入力がな 

いと受付されませんので、入力をお願いします。 

 

 

  （３） 登録が完了すると、下記のように登録履歴が残ります。 

 

 


